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第2章 対象事業の目的及び内容 
 

2.1 対象事業の目的 

近年、二酸化炭素等の温室効果ガス排出による地球温暖化問題への対応が重要視されており、低炭素社

会への移行が求められている。低炭素社会実現への枠組みの一つとして、再生可能エネルギーの導入が挙

げられる。 

再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に有効であるとともに、エネルギー自給率の低い我が国にとっ

て貴重な国産エネルギーである。 

地球温暖化対策に関する国際的な枠組みとして、「パリ協定」が 2015 年 12 月に開催された国連気候変

動枠組条約第 21 回締約国会議において採択され、2016 年 11 月に発効した。同協定では、世界の平均気

温上昇を工業化以前よりも 2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準に抑える

努力を継続すること、このために、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源に

よる除去量との間の均衡（世界全体でのカーボンニュートラル）を目指すことが定められた。 

我が国においては、2015 年 7 月に国連に提出した「日本の約束草案」として、2030 年度の温室効果ガ

ス排出量を 2013 年度の水準から 26.0%削減（2005 年度比 25.4%減）する中期目標を掲げた。 

当該目標は、国の長期エネルギー需給見通し（2015 年 7 月）のエネルギーミックスと整合的なものとな

るよう定められており、これに基づき、2030 年には、総発電電力量の 22～24%を再生可能エネルギーで賄

うことを目指している。 

更に、2019 年 6 月には「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、最終到達点と

して「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現していくことを目指すと

ともに、2050 年までに 80%の温室効果ガスの排出削減の実現に向けて大胆に取り組むことを長期ビジョ

ンに掲げ、そのビジョンに向けた対策・施策の方向性として、再生可能エネルギーを経済的に自立し脱炭

素化した主力電源化することが示されている。 

風力発電をはじめとする再生可能エネルギーのメリットは、化石燃料を使用しないため、大気汚染物質

を排出しないクリーンなエネルギーであること、二酸化炭素等の温室効果ガスを排出せず地球温暖化防

止に貢献すること、海外から燃料の輸入を必要とせず国産のエネルギーを確保できること、そのほかに雇

用の創出等による地域の活性化等が挙げられる。そのため、国の「エネルギー基本計画(2018 年 7 月)」

においても、「有望かつ多様で重要な低炭素の国産エネルギー源」として位置づけられている。 

2011 年 3 月の東日本大震災以降、再生可能エネルギー導入の機運がさらに高まり、再生可能エネルギ

ーにより発電された電気を一定の期間、固定価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける「電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が 2012 年 7 月に施行されている。 
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福井県では、「福井県環境基本計画(2018 年 3 月)」において、「省エネルギーや再生可能エネルギー

の導入拡大などを進めることにより、温室効果ガスを削減し、将来にわたり持続可能な低炭素社会を実現」

していくことを目指している。事業対象地である敦賀市と南越前町では、エネルギーの創出と有効利用に

向けて「太陽光発電、風力発電、生物体を利用したバイオマスエネルギー等、新たなエネルギーの創出と

有効利用について、効率性や事業採算などを見据えて推進していきます（第 2 次敦賀市環境基本計画 

2013～2022 年度、後期アクションプラン  2018～2022 年度)」「太陽光、水力、風力等に代表される再生

可能エネルギーにおいて環境影響評価を要する事業が計画された際には、環境審議会にはかり、環境保全

に資する検討に取り組みます。(南越前町環境基本計画 2020 年 3 月改訂)」との姿勢が示されている。 

更に、福井県は地球温暖化防止とエネルギー供給力強化、地域の活性化を目的に、2012 年度より「地域

主導型再生可能エネルギー等事業化促進事業(通称「1 市町 1 エネおこし」事業)」を実施し、地域にあっ

た再生可能エネルギーの事業化の検討を支援しているほか、2013 年度からは再生可能エネルギーの導入

を検討している各地域協議会の情報共有を図り、再生可能エネルギーの事業化を促進するために「ふくい 

まち・エネおこしネット協議会」を開催している。 

滋賀県では、2013 年 3 月に「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」が策定され、低炭素社会づ

くりの推進や地域経済の活性化に資するとの観点、災害時における代替エネルギーの確保など防災対策

を推進する観点から、地域資源を最大限に活用した再生可能エネルギーの導入促進を図るとともに、環境

に配慮した産業振興につながる災害に強い社会の構築に取り組んでいる。また、事業対象地である長浜市

では、2016 年 3 月に「長浜市再生可能エネルギー利活用方策（改訂版）」が策定され、「安全で永続的に

利用が可能なエネルギーである再生可能エネルギーの導入を推進することで、地球温暖化対策として温

室効果ガスの排出削減を推進します。」との姿勢が示されている。 

このような状況のもと、中部電力株式会社は「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」（2009 年法律第 72 号）に基づく 2030 年度

における販売電力の非化石電源比率 44%の達成を目指すとともに、再生可能エネルギー分野においては、

2019 年 2 月に「2030 年頃に 200 万 kW 以上の開発」を新たな目標として設定し、再生可能エネルギー電源

の開発を推進し低炭素社会実現に向けた取り組みを進めている。 

2020 年 10 月には、第 203 回国会の菅総理の所信表明演説において、2050 年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことが

宣言されており、中部電力株式会社としては風力発電を含めた再生可能エネルギーの導入拡大により、脱

炭素社会の実現に最大限努力していく。 

風力発電事業に関しては、2010 年度に静岡県御前崎市において当社初の大規模風力事業となる「御前

崎風力発電所」を開発し、また、現在、2021 年度の運転開始を目指し、愛知県田原市において「あつみ風

力発電所」の開発を進めている。さらに、株式会社 OSCF とともに、福井県あわら沖において洋上風力開

発可能性調査を進めており、洋上風力開発にも積極的に取り組んでいる。 

本事業は、地球温暖化対策や地域活性化のために新エネルギー導入推進を図る国の施策や、福井県並び

に敦賀市・南越前町の取り組みに即したものであるとともに、低炭素の国産エネルギー源の活用によるエ

ネルギー自給率の向上に資する事業である。 

なお、本事業の運転開始時期は令和 8 年度 3 月を予定している。  
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2.2 対象事業の内容 

特定対象事業の名称 

(仮称)鉢伏山風力発電事業 

 

特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力(陸上) 

 

特定対象事業により設置される発電所の出力 

風力発電所の出力(総発電出力) ：最大 55,000kW*1 

風力発電機の基数       ：最大 13 基 

単機出力           ：4,200～5,500kW 

 

対象事業実施区域 

 (1) 対象事業実施区域の位置 

対象事業実施区域及びその周囲の平面図を図 2.2-1 に示す。 

対象事業実施区域は福井県敦賀市と南越前町及び滋賀県長浜市の一部に設定した。その区域は配慮

書の事業実施想定区域からは大幅に見直しており、第 7 章に区域変更の経緯を記載している。 

 

 (2) 対象事業実施区域の面積 

対象事業実施区域の面積は約 478.6 ha であり、うち、搬入路及び付帯施設検討区は約 160.3ha

となる。 

 

  

 
*1 総発電出力が 55,000kW を上回る場合は、これ以下となるよう出力調整を行うこととする。 
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図 2.2-1(1) 

対象事業実施区域の位置(広域) 
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図 2.2-1(2) 

対象事業実施区域の位置  
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図 2.2-1(3) 

対象事業実施区域の位置 

(北側搬入路区域) 
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図 2.2-1(4) 

対象事業実施区域の位置 

(南側搬入路区域) 
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図 2.2-1(5) 

対象事業実施区域の位置及び 

その周囲の状況(衛星画像) 

 ※衛星写真撮影日：2014 年 6 月、2014 年 10 月、2018 年 6 月 
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特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

 (1) 風力発電機の設置計画 

風力発電機を実際に配置する位置、並びに送電線ルートについては、今後の現地調査の結果、

関係機関及び地権者等との協議を踏まえ決定する。 

 

 (2) 設置を計画する風力発電機 

  1) 風力発電機の単機出力及び機数 

風力発電機の単機出力及び基数(予定)を表 2.2-1 に示す。 

風力発電機の基数は現在検討中であり、今後の現地調査の結果や関係機関及び地権者との協議の結

果等を踏まえて決定する。 

 

表 2.2-1 風力発電機の単機出力及び基数（予定） 

項  目 計画案 

単機出力 4,200～5,500kW 

基数 最大 13 基 

総発電出力 最大 55,000kW 
注)本方法書段階における想定 

 

  2) 風力発電機の概要 

風力発電機の概要(予定)を表 2.2-2 に示す。また、風力発電機本体の概略図(予定)を図 2.2-2 に、

風力発電機基礎(例)の概略図を図 2.2-3 に示す。なお、設置する機種については検討中であり、今後

の現地調査の結果等を踏まえて決定する。 

 

表 2.2-2 風力発電機の概要(予定) 

項  目 計画案 

定格出力(定格運転時の出力) 4,200～5,500kW 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径(ブレードの回転直径) 約 120～160m 

ハブ高さ(ブレードの中心の高さ) 約 85～120m 

風力発電機の高さ 最大約 200m 

定格回転 約 13.8～15.5rpm 

カットイン風速 約 3m/秒 

カットアウト風速 約 25～30m/秒 

定格風速 約 12.5～14m/秒 
注)1.設置する機種の候補に大きさ等の差があるため、ローター直径、定格回転等は幅を持たせて記載した。 

2.定格回転：定格出力を発生する風車ローター回転数。 
3.カットイン風速:風車が利用可能な動力を生むハブ高さにおける最小の風速。 
4.カットアウト風速:風車が利用可能な動力を生むハブ高さにおける最大の風速。 

5.定格風速:風車の定格出力が発生するハブ高さにおける規定の風速。 
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図 2.2-2 風力発電機の概略図(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-3 風力発電機基礎の概略図(例)  
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  3) 変電施設 

変電施設を配置する計画であるが、位置等の詳細については現在検討中である。 

 

  4) 送電線 

本事業により発電した電力は、変電施設を経由したうえで北陸電力株式会社の系統に送電する

計画であるが、系統連系点及びそこまでの送電線の敷設経路、敷設方法(架空、埋設等)等の詳細

については、現在検討中である。 
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特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなる

もの 

 (1) 工事に関する事項 

  1) 工事内容 

陸上の風力発電事業における主な工事内容を以下に示す。 

・土 木 工 事 ：造成・基礎工事 

・電 気 工 事 ：変電設備・配電線工事等、試験調整 

・風力発電機建設 ：風車輸送・組立 

 

  2) 風力発電所の施工手順 

風力発電所の施工手順を図 2.2-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-4 風力発電所の施工手順 

 

  3) 工事期間及び工事工程 

工事工程の概要を表 2.2-3 に示す。 

令和 6 年度に着工し、令和 8 年に商業運転を開始する計画である。 

 

表 2.2-3 工事工程の概要 

年月 

工事内容 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 

準備工・仮設工          

土木工事          

電気工事          

風力発電機建設          

試運転/使用前検査          

※日曜日、祝日、夜間及び冬期間は工事を行わない計画としている。 

※上記の工事工程は現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。 

  

土木工事 

風力発電機建設 

電気工事 

試運転/使用前検査 



2-13 

(15) 

  4) 工事用道路 

対象事業の工事では、計画地の広域基幹林道栃ノ木・山中線及び山中・大谷線より風車輸送のため

幅員 5ｍ以上の工事用道路を新設する計画である。法面勾配は、切土は 1：1.2、盛土は 1：1.8 とし、

高さ 5ｍごとに小段（1ｍ）を設ける。 

工事用道路の概略図(例)を図 2.2-5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-5 工事用道路の概略図(例) 

 

  5) 風力発電機設置地点の造成・基礎工事 

風力発電機設置地点では、樹木伐採や風車組立ヤードの造成工事、風力発電機の基礎地盤の掘削工

事等を行う。造成・基礎工事に使用する建設機械及び台数(例)を表 2.2-4 に示す。 

風車組立ヤードの概略図(例)は図 2.2-6 に示すとおりであるが、具体的な仕様については、現在検

討中である。なお、使用する建設機械は可能な限り低騒音型、低振動型を用いる計画である。 

 

表 2.2-4 造成・基礎工事に使用する建設機械(例)  
建設機械 仕様 

バックホウ 0.4～0.7m3 

ユニック車 4t 

ブルドーザ 15t 級 

ダンプトラック 10t 

キャリアダンプ 11t 

コンバインドローラー 4t 

コンクリートポンプ車 8t 

コンクリートミキサー車 4～8t 

ラフテレーンクレーン 25t，50t 

オールテレーンクレーン 160t，1200t 

 

 

図 2.2-6 組立ヤードの概略図 (予定) 
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  6) 工事中の排水 

基礎工事の掘削時の濁水及び降雨時の排水は各作業ヤードに設置する沈砂池(図 2.2-7 参照)に集約

し、一部の土砂等を沈降除去した後、上澄み液(沈砂池排水)は、各沢筋に分散放流させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-7 沈砂池の概略図(例)(左：平面図、右：断面図) 

 

  7) 産業廃棄物 

工事に伴い、木くず、伐採木、コンクリートくず等の産業廃棄物が発生する予定である。工事に伴

い発生する廃棄物は、再資源化に努めて最終処分量を極力減ずるほか、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成 12 年法律第 104 号）に基づき、適正に処理する計画である。 

 

  8) 残土 

工事に伴い発生する残土は、埋戻しや盛土等によってバランスをとり、可能な限り場内で処理を行

う計画である。具体的な残土の場外処分及び土捨て場の設置については今後、関係機関や専門家との

協議により適切な対応を検討する。 

 

  9) 風力発電機据付工事 

風力発電機の組立は大型クレーン車(1,200t 油圧クレーン及び 160t 油圧クレーン)を用いて行う計

画である。 

なお、造成・基礎工事等と同様に、作業に使用する建設機械は可能な限り低騒音型、低振動型を用

いる計画である。 

 

  10) 緑化 

改変部分のうち、切盛土面は可能な限り、地域の在来種等による緑化（種子吹付等）又は植栽

を実施し、法面保護及び修景を図る計画であるが、詳細については今後、関係機関や専門家等と

の協議により適切な手法を検討する。 
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 (2) 交通に関する事項 

  1) 風力発電機等の輸送ルート 

風力発電機等の輸送ルートは以下の 2 案を検討中であり（図 2.2-8 参照）、今後の現地調査の結果

や関係機関及び地権者との協議の結果等を踏まえて決定する。 

案①） 

風力発電機等は、敦賀港から輸送する計画であり、国道 365号脇で起立式台車に積み替える。

積み替え場所については、住居等からの離隔を十分確保する等して、環境面へ配慮し選定する。

敦賀港から対象事業実施区域付近までは、国道 476 号、国道 8 号、国道 365 号を経て、進入路

に至る。輸送ルート案の詳細は、以下に示すとおりである。 

・敦賀港から国道 476 号を南東に進み国道 8 号を滋賀県長浜市木之本 IC まで南下する。 

・木之元 IC 口交差点を左折し国道 365 号を北上する。 

・国道 365 号脇で起立式自走台車へ積替えを行い、さらに国道 365 号を福井県南越前町栃ノ木峠ま

で進む。 

・国道 365 号から栃ノ木峠を左折し、輸送する。 

案②） 

風力発電機等は、福井港から輸送する計画であり、県道 207号脇で起立式台車に積み替える。

積み替え場所については、住居等からの離隔を十分確保する等して、環境面へ配慮し選定する。

福井港から対象事業実施区域付近までは、県道 20 号、県道 5 号、県道 10 号、国道 8 号、国道

365 号、県道 207 号を経て、進入路に至る。輸送ルート案の詳細は、以下に示すとおりである。 

・福井港から県道 20 号を東に進み西長田第 2 交差点を右折し、県道 5 号を南下する。 

・西長田交差点を左折し県道 10 号を東に進む。 

・一本田交差点を右折し国道 8 号を南下する。 

・行松交差点を左折し国道 365 号を南下し、県道 207 号との交差地点で右折する。 

・県道 207 号脇で起立式自走台車へ積替えを行い、輸送する。 

 

  2) 工事関係車両の主要な走行ルート 

現在検討している工事関係車両の主要な走行ルート(予定)を図 2.2-8 に示す。 

工事関係車両の種類(例)を表 2.2-5 に示す。 

 

表 2.2-5 工事関係車両の種類(例) 

工事関係車両 仕様 

ダンプトラック 10t 

ユニック車 4t 

コンクリートポンプ車 8t 

コンクリートミキサー車 10t 

重機運搬車 10t 

通勤車等 小型車 
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図 2.2-8 

風力発電機等の輸送ルート及び

工事関係車両の主要な走行ルー

ト（予定） 
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 (3) その他の事項 

  1) 工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。 

  2) 材料採取の場所及び量 

工事に使用する資材は、市販品等を利用することから、土砂及び骨材採取等は行わない予定である。 

  3) 温室効果ガスの削減量 

本事業に伴う二酸化炭素の削減量及び排出量を表 2.2-6 に示す。 

表 2.2-6 二酸化炭素の削減量及び排出量 

項 目 二酸化炭素削減量又は排出量 

本事業の風力発電による二酸化炭素削減量 (A) 約 60,800t-CO2/年 

本事業の風力発電設備による二酸化炭素排出量 (B) 約 3,000t-CO2/年 

本事業の稼働に伴う二酸化炭素削減量 (A-B) 約 57,800t-CO2/年 

注 1) 二酸化炭素の削減量又は排出量は、以下のとおり算出した。 

・本事業の風力発電による二酸化炭素削減量(A) 

総発電出力(55,000kW)×年間時間(8,760 時間)×設備利用率(24%*1)×北陸電力の二酸化炭素排出原単

位(0.526kg-CO2/kWh*2)÷1000 

・本事業の風力発電設備による二酸化炭素排出量(B) 

総発電出力(55,000kW)×年間時間(8,760 時間)×設備利用率(24%*1)×風力発電の二酸化炭素排出原単

位(0.026kg-CO2/kWh*3)÷1000 

2) *1：風力発電機の可用性、気象条件等を考慮して 24%に設定した。 

*2：「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-平成 30 年度実績-R2.1.7 環

境省・経済産業省公表」(環境省ホームページ https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc、令和 2

年 12 月 15 日閲覧)の北陸電力の調整後排出係数をもとに設定した。 

*3：「日本における発電技術のライフサイクル CO2 排出量総合評価」(平成 28 年 7 月、一般財団法人

電力中央研究所)の 40MW/陸上設置ウィンドファーム 0.026kg-CO2/kWh をもとに設定した。 

3) 現時点では改変面積が未定のため、事業実施に伴う樹木伐採による寄与分は含まれていない。 

 

 

  4) 近隣の風力発電事業の分布状況 

対象事業実施区域の周囲における計画中の風力発電事業を表 2.2-7、図 2.2-9 に示す。 

 (仮称)南越前・敦賀風力発電事業については、当該事業者から今後事業を廃止する方針であること

を確認している。 

 表 2.2-7 既設及び計画中の風力発電事業 

No 事業段階 発電所名 
出力 

(kW) 

基数 

(基) 

総出力 

(kW) 
事業者 

1 
方法書 

(手続き完了) 

(仮称)南越前・敦賀 

風力発電事業 
2,300 9 20,700 

株式会社グリーンシェル

ター 

2 
方法書 

(手続き完了) 

(仮称)余呉南越前第一・第二

ウィンドファーム発電事業 

3,400～

4,200 

最大 

50 基程度 

最大 

170,000 

株式会社グリーンパワー

インベストメント 

3 
配慮書 

(手続き完了) 

（仮称）福井藤倉山風力 

発電事業 

3,600～

4,300 

最大 

16 基 

最大

57,600 

JR 東日本エネルギー開発

株式会社 
出典：「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 

2020 年 10 月 14 日閲覧) 
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図 2.2-9 

対象事業実区域及びその周囲に

おける風力発電事業 

出典:「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/、2020 年 10 月 6 日閲覧) 
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